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  【Ｑ１】回答者の年代 ⇒20 歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 

  【Ｑ２】回答者の性別 ⇒女性 ・ 男性   

【Ｑ３】インターネットをめぐるトラブルが多発しています。主なトラブル①~⑥について、 

 それぞれ当てはまる箇所に○をつけてください。 

 

【Ｑ４】約款について、お聞きします。あてはまる□に✔してください。 

 ①事業者と契約する際に渡される「約款」（詳しい契約条項）は 

  □よく読む  □少し読む  □あまり読まない  □ほとんど読まない 

 ②あまり読まない、ほとんど読まないと回答した方へ、その理由は（複数回答可） 

  □字が小さくて読めない  □難しそう  □理解しなくても大丈夫だと思うので 

  □量が多い  □読むのが面倒   □何が書いてあるのかよくわからない 

  その他（                                ） 

 ③何かトラブルになった時に、事業者側から「約款に記載してあるから」対応できないと 

  言われたことはありますか。当てはまる□に✔してください。  

  □ある  □ない  □わからない 

    概要を可能な範囲でお書きください 

トラブル事例 似た事例の場合も○を付けて結構です。  
知ってい
る 

被害にあ
ったこと
がある 

知らない 

①初回お試し 100 円という広告を見て注文した。実は 

 6 回購入が条件であると小さな文字で書いてあり、 

 総額 24,993 円の請求が来た。 

   

②〇日間は返金可能とあったので返金を申し出たが、 

 返金を受けるには難しい条件がたくさんあった 

   

③代金を振り込んだのに商品が届かなかったり、届いた 

 商品が偽ブランドだったりした 

   

④注文する時に記入した個人情報が知らない業者に漏え 

 いしてしまった 

   

⑤副業で月 10 万円は確実に稼げるとあり申し込んだ。

高額の契約金を支払ったのにまったく儲からないので

解約したいが、連絡がとれず、返金もされない 

   

⑥有料サイト利用料をすぐに支払えというメールや通知

書が来て身に覚えがないので連絡したところ、裁判に

なると言われお金を支払ってしまった 

   

消費者被害アンケート＊めやすばこ 
 にご協力ください！  

   消費者からの声が 法や社会を変えていきます！！  



 【Ｑ５】現在でも、20 歳になったとたんに様々なトラブルに遭う若者がいます。以下のよう

なトラブルが実際あることを知っていましたか？当てはまる箇所に〇を付けてください。 

 

【Ｑ６】現在は未成年者取消権があり、18 歳・19 歳は上記のようなトラブルにあっても、基本

的には取り消すことが可能です。民法の改正により、2022 年４月から成人になる年齢が 18

歳に引下げになると、18 歳・19 歳は取消しの対象外となります。１８歳の高校生でもこんな

トラブルに遭う可能性があることを 

  □知っている  □あまり知らなかった  □全く知らなかった   

  □（ご自身・ご家族）が 20 歳になった時に被害にあったことがある 
                  

【Ｑ７】情報提供や相談先について以下の団体・窓口を知っていますか。当てはまる箇所に〇を 

 付けてください。 

   

 

≪消費者トラブルを、なくす会まで情報提供お願いします≫ ℡ 048-844-8972 

 わかりにくい広告、消費者に不利なことが書かれている契約書や利用規約はありませんか？ 

 なくす会まで情報提供お願いします（事業者名、何時ごろか、トラブルの概要） 

トラブル事例 知っている 知らない 

①エステの無料体験を受けたあと、全身痩身コースを勧められた。 

 支払えないと断ったが、クレジットカードの契約をせかされた 

  

②無料相談の広告を見て美容医療クリニックに行ったら、即日施 

 術され、高額の請求を受けた 

  

③先輩に誘われて投資の契約をした。3 人誘えば元が取れると  

 言われ 100 万円を借りたが、解約し、返金してほしい。 

  

④就職に役立つセミナーだとしつこく誘われて契約してしまった   

⑤儲かる情報を提供するというサイトで契約したら、数十万円の

請求を受けた 

  

被害を受けたときの相談先 知っている 
相談した 
ことがある 知らない 

①消費生活支援センター（埼玉県の窓口）    

②地元市町村の消費生活センター    

③国民生活センター    

④消費者ホットライン「１８８」    

消費者被害の未然防止や、金銭的な消費者被
害を回復するために活動している団体 

知っている 
情報提供 
したことが

ある 
知らない 

①適格消費者団体    

②特定適格消費者団体    

③埼玉消費者被害をなくす会    


